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所
得
税
の
確
定
申
告
、

市
・
道
民
税
の
申
告
は

お
早
め
に
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次に該当しない方は、原則として所得税の確定申告または市・
道民税の申告をする必要があります。
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※次に該当する方は、申告する必要はありませんが、電話で税
務グループにご連絡ください。
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申告の対象となる方

①申告される方の印鑑（朱肉を使うもの）

②平成１８年中の収入金額を証明する書類（原本）
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③平成１８年中の社会保険料などの支払いを証明する書類
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④配偶者に収入のある方は、その収入金額を証明する書類（源泉徴収票など）

⑤医療費控除を受ける方は、平成１８年中に支払った医療費の領収書や医療費を補
てんする保険金（高額療養費、入院給付金など）の金額が分かるもの
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⑥住宅借入金等特別控除を受ける方
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⑦障害者控除を受ける方は、障がい者手帳、療育手帳など

⑧所得税の還付を受ける方は、申告者名義の金融機関名・支店名・口座番号の分
かるもの

申告に必要なもの


